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二
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四
号
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方
自
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昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
三
�
村
長
か
ら
三
�
村
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
三
�
村
字
本
町
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
九
条
の
五
第

二
項
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び
第
二
百
六
十
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第
二
項
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規
定
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る
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〇
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青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
五
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
通
村
長
か
ら
東
通
村
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
坂
下
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

九
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の
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第
二
項
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び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
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す
る
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四
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事
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下
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青
森
県
告
示
第
二
百
七
十
六
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
九
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
通
村
長
か
ら
東
通
村
の
区
域
内
に
新
た
に
次
の
土
地
が
生
じ
た
こ
と
を
確

認
し
、
こ
の
土
地
を
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
坂
下
に
編
入
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第

九
条
の
五
第
二
項
及
び
第
二
百
六
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
前
坂
下
三
四
の
二
六
の
地
先
公
有
水
面
埋
立
地

一
五
、
五
六
五
・

〇
七
平
方
メ
ー
ト
ル

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

人
事
給
与
ト
ー
タ
ル
シ
ス
テ
ム
維
持
管
理
業
務
一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
人
事
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
四
月
一
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

青
森
日
本
電
気
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
株
式
会
社

青
森
市
第
二
問
屋
町
四
丁
目
一
の
二
〇

六

契
約
金
額

三
千
五
百
十
七
万
五
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
条
第
一
項

第
二
号
の
規
定
を
適
用
し
て
随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
の
価
格
に
よ
る
見
積
り
で
あ
っ
た
の
で
、
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
三
十
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
青
森
県
樹
木
医
会

三

代
表
者
の
氏
名

中
尾

良
仁

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
大
字
浅
虫
字
坂
本
九
の
三
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
樹
木
医
の
知
識
と
技
術
を
通
じ
て
、
巨
木
・
古
木
・
名
木
等
の
文
化
財
を
は
じ

め
森
林
・
緑
地
な
ど
郷
土
の
大
切
な
自
然
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
と
共
に
、
市
民
お
よ
び
関
係

諸
団
体
と
連
携
し
て
の
緑
の
普
及
と
啓
発
に
関
わ
る
活
動
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
樹
木
文
化
の
発

展
及
び
、
広
く
環
境
の
保
全
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
設
立
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
三
十
一
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
Ｓ
Ｎ
Ｏ

三

代
表
者
の
氏
名

大
平

貞
仲

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

む
つ
市
緑
ケ
丘
一
三
の
六

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
主
に
下
北
半
島
地
域
に
暮
ら
す
人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

各
種
情
報
を
パ
ソ
コ
ン
及
び
携
帯
電
話
等
の
情
報
端
末
に
配
信
す
る
こ
と
並
び
に
地
域
に
お
け
る

情
報
化
社
会
の
発
展
を
図
る
た
め
の
Ｉ
Ｔ
関
連
教
育
諸
事
業
を
実
施
し
、
地
域
に
お
け
る
文
化
、

福
祉
、
経
済
及
び
産
業
振
興
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
大
規

模
小
売
店
舗
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

松
木
屋

青
森
市
新
町
二
丁
目
八
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
松
木
屋

青
森
市
中
央
二
丁
目
六
の
三

破
産
管
財
人

平
田
由
世

青
森
市
古
川
二
丁
目
二
〇
の
三

朝
日
生
命
ビ
ル
七
号

破
産
管
財
人

石
岡
隆
司

三

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

四

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計
が
基
準
面
積
以
下
と
な
る
日

平
成
十
六
年
十
二
月
三
十
一
日

五

届
出
年
月
日

平
成
十
六
年
三
月
二
十
三
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織

一
式

二

調
達
方
法

購
入

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一
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四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
二
月
六
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

七

契
約
金
額

三
千
八
十
七
万
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行

い
、
か
つ
、
物
品
等
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提

出
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織

一
式

二

調
達
方
法

購
入

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

七

契
約
金
額

三
千
九
百
六
十
九
万
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行

い
、
か
つ
、
物
品
等
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提

出
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
一
月
十
四
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織

一
式

二

調
達
方
法

購
入

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札
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( )

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

扶
桑
電
通
株
式
会
社
青
森
営
業
所

青
森
市
長
島
二
丁
目
一
三
の
一

七

契
約
金
額

三
千
二
百
四
十
四
万
五
千
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行

い
、
か
つ
、
物
品
等
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提

出
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
一
月
十
四
日

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
計
算
組
織

一
式

二

調
達
方
法

購
入

三

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

青
森
市
新
町
二
丁
目
三
の
一

四

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

五

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
十
六
年
二
月
二
十
七
日

六

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
ビ
ジ
ネ
ス
サ
ー
ビ
ス

青
森
市
新
町
二
丁
目
六
の
二
九

七

契
約
金
額

三
千
三
百
十
八
万
円

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

物
品
の
購
入
に
係
る
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行

い
、
か
つ
、
物
品
等
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提

出
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

九

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
六
年
一
月
十
四
日

出

先

機

関

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
任

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
浅

水
七
崎
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り
役
員
の
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

奈
良
岡

修

一

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
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役
員
の

区

別

氏

名

住

所

就
任
の
年
月
日

理

事

佐
川

秀
清

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
浅
水
字
川
向
二
八
の
三

平
成
��･

�･

��



( )

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

奈
良
岡

修

一
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
一－

一

名

川

町

平
成
��･

�･

��

〃

六
一－

二

〃

〃

〃

六
一－
三

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

四

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

五

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

六

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

七

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

八

〃

��･
�･

��

〃

六
一－

九

〃

��･

�･
��

〃

六
一－

一
〇

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
一

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
二

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
三

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
四

〃

〃

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業
六
一－

一
〇
一

〃

〃

〃

六
一－

一
〇
二

〃

��･

�･

�	

〃

六
一－

一
〇
三

〃

��･

�･

�	

〃

六
一－

一
〇
四

〃

��･

�･

�	

〃

六
一－

一
〇
六

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
〇
七

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
〇
八

〃

〃

〃

六
一－

一
〇
九

〃

〃

〃

六
一－

一
一
〇

〃

〃

〃

六
一－

一
一
一

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
一
二

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
一
三

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
一
四

〃

〃

〃

六
一－

一
一
五

〃

��･

�･

�

〃

六
一－

一
一
六

〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
一
七

〃

��･

�･

��



( )

教

育

委

員

会

青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
一
号

庁

内

一

般

出

先

機

関

所

轄

教

育

機

関

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

花

田

隆

則

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
訓
令

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長
の
職
務
を
代
行
す
る
教
育
次
長
の
順
序
を
定
め
る
規
程

(

昭
和
五
十

五
年
五
月
青
森
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
十
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

本
則
中

｢

水
木
洋｣

を

｢

吉
田
隆
男｣

に
、

｢

武
田
登｣

を

｢

水
木
洋｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
公
表
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
二
十
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
四
月
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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〃

六
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一
八

〃
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六
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〃

六
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〇

〃

〃

〃

六
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一
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〃
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六
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��･
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五
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��･
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六

〃

��･
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〃

��･

�･
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〃
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八

〃

��･

�･

��

〃
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九

〃

��･
�･

��

〃

六
一－
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三
〇

〃

〃

〃

六
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三
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〃

��･

�･

��

〃

六
一－

一
三
二

〃

��･

�･
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( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ビ
ー
バ
ッ
プ
Ｍ
Ｖ
Ｓ

株
式
会
社
サ
ン
セ
イ
ア
ー
ル
ア

ン
ド
デ
ィ

〃

Ｃ
Ｒ
ビ
ー
バ
ッ
プ
Ｍ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ア
ク
ア
ナ
イ
ン
Ｇ

31

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
マ
ジ
ッ
ク
パ
ー
テ

ィ
ー
Ｍ
Ｘ

〃

回
胴
式
遊
技
機

ハ
ロ
ー
サ
ン
タ
マ
シ
ン
ガ
ン
バ
ー
ジ

ョ
ン

株
式
会
社
タ
イ
ヨ
ー


